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はじめに

　本論文は，障害者自立支援法（2005 年法律第 123 号）

施行後の福祉的就労の現状と課題について兵庫県内及び

岡山県内の施設・作業所を中心に検討し，わが国の障害

者の就労をめぐる問題について調査研究することを課題

とする．障害者の就労については，大きく分けて一般企

業等への就労と福祉施設等への就労がある．後にも述べ

る通り，一般就労については，年々障害者雇用の実雇用

率は増加しているものの，半数以上の企業が法定雇用率

を満たしていない等，解決すべき課題がある１）．他方，

福祉的就労については，労働法の適用が検討課題とされ

つつある２）．

　「身体障害者，知的障害者及び精神障害者就業実態調

査」（2008 年厚生労働省）によると，15 ～ 64 歳の年齢

で就業している障害者の割合は，身体障害者 43.0%，知

的障害者 52.6%，精神障害者 17.3% となっている．しか

しながら，これらは授産施設・作業所等での就労（いわ

ゆる福祉的就労）を含むものであり，就業者に占めるこ

れら福祉的就労の比率は身体障害者 6.5%，知的障害者

59.1%，精神障害者 37.7% であり，これらを控除した後

の就業者の割合，つまり一般企業等で就業している者の

割合は，身体障害者 40.2%，知的障害者 21.5%，精神障

害者 10.8% にすぎない．（表１）

　また，不就業者に占める就業希望者の割合は，身体障

害者 58.7%，知的障害者 40.9%，精神障害者 62.3% とな

っている．一見しただけでも就業実態は障害種別によっ

て大きく異なっていることが分かる．特に知的障害者で

は福祉的就労の存在は他と一線を画するものがある．精

神障害者においては，三障害の中で最も就業希望割合が

高いにも関わらず，施設の不足等福祉基盤の脆弱さもあ

って，就業全般に課題を抱えている状況である．

　障害者の就労問題に関して，福祉法制の側から初めて

踏み込んだのが 2006 年に施行された障害者自立支援法

である．さらには，同年に障害者雇用促進法も改正され，

障害者の就労問題は障害者自立支援法を境として法制度

面での展望は開けつつある．
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表１　就業状況の内訳

就業者
（福祉的就労以外） 福祉的就労者 不就業者

身体障害者 40.2％ 2.8％ 57.0％
知的障害者 21.5％ 31.1％ 47.4％
精神障害者 10.8％ 6.5％ 82.7％

注）「身体障害者、知的障害者及び精神障害者就業実態調査」（2008年厚生労働省）
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　以上のような流れから，福祉政策と労働政策を巡る混

乱を整理しようとしていることが認められる．しかしな

がら，施設及び利用者の実態をみると，この方向性とは

まだまだ乖離していると思われる部分が多く残存してい

る．措置制度の時代より蓄積された負の遺産は，舵を切

っても実際に方向が変わるまでにはいまだ相当に時間を

要すると感じざるを得ない．

　以下において，まずわが国の障害者就労施策の経緯を

整理（第１章）し，つぎに施設の事例（第２章）をもと

に，諸課題の所在について検証（第３章）する．なお，

執筆にあたっては松下が第１章後半・第２章・第３章を

執筆し，谷口が第１章前半及び補筆を行った．また，調

査研究の性格からプライバシーなど倫理的配慮について

は，十分な細心の注意を払ったことを付記する．

第１章　障害者雇用施策と障害者の就労状況

１．障害者雇用施策の経緯と近年の就労状況

　まず，わが国の障害者雇用施策に関する歴史を概観す

る．

　わが国の障害者雇用施策は，1960 年の「身体障害者

雇用促進法」以降にようやく始動しはじめたものと捉え

てよい . ３）

　その後，1970 年の「心身障害者対策基本法」により，

理念上ではあるが知的障害者も雇用促進の対象とされる

こととなった．1987 年に，身体障害者雇用促進法から「障

害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）

へと名称変更され，知的障害者も同法の対象となった．

それでもなお，知的障害者が障害者雇用の実質上の対象

となる（「雇用義務」という意味）には 1997 年の改正を

待たなければならなかった．精神障害者においては 2005

年の改正まで雇用義務の対象に含まれなかった．

　この間に，わが国の産業構造は大きな変化を遂げ，特

に IT 関連の飛躍的な進歩や経営合理化等により，いざ

知的障害者が就労しようとしても，かつての人的資源に

依存してきた領域は拡大基調にあるとは言えない．

　2009 年６月時点の障害者の雇用状況をみると，企業

に雇用されている障害者の数は，33 万 2815.5 人と推計

されている．不況ではあるものの，障害者雇用数は年々

増加傾向にある．しかしながら，法定雇用率を達成して

いる民間企業は 45.5%（前年度 44.9%）と半数にも達し

ていない４）．

　表２からもわかるように，障害者雇用の伸びは知的及

び特に精神障害者の伸びに支えられたものであると言え

よう．2006：2009 年の実雇用数の伸びは，身体障害者

13% に対し，知的障害者 30%，精神障害者 300% の増と

なっている．特に 2008 － 2009 年間で身体障害者がほと

んど停滞傾向を示しているのに対し，知的及び精神障害

者の伸びは堅調である．

障害者雇用促進法に規定する雇用率と障害者把握率

等から，わが国の障害者雇用にかかる期待値を大雑把に

詮索すると以下のとおりである．

①　障害者雇用促進法の雇用率（民間企業）が 1997 年

に引き上げられた意図が知的障害者にあったことか

ら，前後の差分 0.2%（知的）と 1.6%（身体）とに整

理する．

②　厚生労働省の実態調査（2005・2006 年）では，総

人口に占める割合として身体障害児（者）は 2.87%，

知的障害者は 0.43% であり，18 ～ 64 歳の占める割合

は身体障害者で 34.6%，知的障害者で 65.5% となって

いる．

③　①における身体障害者：知的障害者の比率は，1.6：

0.2 ＝「８：１」

　②における就労可能な身体障害者：知的障害者（18

～ 64 歳）の比率は，

　2.87 ＊ 0.346：0.43 ＊ 0.655 ＝ 0.99302：0.28165 ≒「3.5：

表２　民間企業の雇用状況

年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年
実雇用率（％） 1.48 1.46 1.49 1.52 1.55 1.59 1.63

身体障害者（千人） 214 222 229 238 251 266 268
（構成比率） （0.87） （0.86） （0.85） （0.84） （0.83） （0.82） （0.8）

知的障害者（千人） 33 36 40 44 48 54 57
（構成比率） （0.13） （0.14） （0.15） （0.15） （0.16） （0.17） （0.17）

精神障害者（千人） 2 4 6 8
（構成比率） （0.01） （0.01） （0.02） （0.02）

注）2009 年 11 月　厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課資料
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１」となる．

④　2009 年６月の実雇用数における比率では，身体：

知的≒「4.7：１」

　以上から見ると，就労可能年齢層における障害者数で

は，身体障害者は知的障害者の 3.5 倍程度であるのに対

し，雇用率では当該比率に見合う雇用率改定ではなく，

その半分以下の期待値を設定しているに過ぎない．しか

し実雇用で見ると，年を追って①の比率から②の比率へ

と，つまり現実を反映した比率へと移行していることが

わかる．

　一方でこのような整理には次の指摘もあろう．知的障

害者の把握率（0.43%）は欧米の１/ ６程度であり，い

わゆる隠れた障害を持って一般就労をしている知的障害

者を加味すれば，実際の障害者雇用における種別ごとの

比率は大きく変動するという見解である５）．この指摘は

相当に説得力があると言えるが，一方では，身体障害者

でも 85.2% は４級以上のいわゆる中度～重度障害者であ

り，身体障害児における４級以上の比率 96.0% の状況か

ら類推して，18 ～ 64 歳において軽度（５･ ６級）の身

体障害者が“隠れている”ことも否定できず，この意味

では知的障害者と同様である．何よりも身体・知的（及

び精神）を問わず，「障害を事由」として就労していな

い者は，他のいわゆる健常者と伍して一般就労にこぎつ

けたものであり，こと就労面では障害者ではない（かわ

りに保護雇用等の救済対象ではなくリスクも健常者と同

様）．ここで問題とすべきはやはり，把握されている（中

度から重度であるといってよい）障害者の雇用枠なり期

待値において，知的障害者は依然として低いものである

と言わざるを得ず，近年ようやく本来の障害者数の比率

に見合ったものへと正常化されつつあると言えよう．

２．福祉的就労の現状

　福祉的就労６）に従事する障害者は約 28 万人７）と推定

されているが，ここから一般就労に移行できる者は少数

である．全国社会就労センター協議会の実態調査８）に

よると，授産施設等を利用する障害者の平均在所期間は

約 9.3 年となっている．そのため，これら施設は訓練の

場と言いがたいのが現状である．

　このような現状を打開するために，2006 年に施行さ

れた障害者自立支援法によって，就労促進を主眼とした

事業が制度化された．同法は，これまでの施設体系を大

きく見直し，新たに設けた「訓練等給付」の中に「就労

移行支援」「就労継続支援（A 型・B 型）」という就労

に重点を置いた事業を設けている．

就労移行支援は，「就労を希望する 65 歳未満の障害

者であって，通常の事業所に雇用されることが可能と見

込まれるもの」９）に対し，就労に必要な知識及び能力

向上のための訓練や支援を行うものである．利用期間は

原則２年と定められている．

就労継続支援は A 型と B 型に区分され，いずれも利

用期間は定められていない．就労継続支援 A 型は，「通

常の事業所に雇用されることが困難であって，雇用契約

に基づく就労が可能である者」10）に対し，就労機会の

提供，就労に必要な知識及び能力向上のための訓練や

支援を行うものである．これに対し，同 B 型は「通常

の雇用が困難かつ雇用契約に基づく就労が困難な者」11）

を対象としている．就労継続支援 A 型では事業所と利

用者が雇用契約を締結するため，労働法が適用されるが
12），同 B 型には適用がない．

　福祉的就労に従事する者のうち，労働者性が認めら

れているのは，就労継続支援 A 型と福祉工場のみであ

る．表３にみられる通り，就労継続支援 A 型事業所及

び福祉工場は全国で約 270 か所，利用者数は約 5,300 人

である．つまり，28 万人の福祉的就労従事者のうち大

多数が労働者でないものとして扱われている．就労継続

支援 B 型や授産施設で従事する者が得る報酬は「工賃」

と呼ばれ，賃金として取り扱われていない．労働法が適

用されないため最低賃金が保障されず，工賃は平均月額

15,000 円前後であり，障害基礎年金を受給できる場合で

も工賃との合計額は自立生活を営む上では必ずしも十分

とは言えない状況にある．13）

表３　平成20年度障害者施設数及び利用者数

事業名 施設数 利用者数

障害者自立
支 援 法

就労移行支援 867 か所 10,628 人
就労継続支援 A 型 216 か所 3,853 人
就労継続支援 B 型 1,805 か所 35,736 人

旧身体障害者
福 祉 法

入所授産施設 144 か所 7,065 人
通所授産施設 210 か所 5,178 人
小規模授産施設 147 か所 2,394 人
福祉工場 20 か所 650 人

旧知的障害
者 福 祉 法

入所授産施設 186 か所 10,695 人
通所授産施設 1,220 か所 45,449 人
小規模授産施設 166 か所 2,495 人
福祉工場 23 か所 596 人

旧精神保健
及び精神障
害者福祉法

入所授産施設 20 か所 443 人
通所授産施設 186 か所 4,794 人
小規模授産施設 216 か所 4,901 人
福祉工場 10 か所 220 人

注）平成 20 年度社会福祉施設等実態調査結果をもとに筆者が作成
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第２章　播磨地域他に見る施設の現状

１．事例施設の現状

　ここでは，福祉的就労に関わる施設の実態調査をもと

に，それぞれの置かれた現状を紹介する．それとともに，

これまでの障害者福祉，特に旧授産施設を巡る法制度等

との関連を含め，諸課題の所在を明らかにしてみたい．

　今回調査を行ったのは，いずれも措置制度より現在ま

で続く旧授産施設であり，旧法における位置づけ，所在

地及び設置年はそれぞれ次のとおりである．

A 施設：旧知的障害者通所授産施設（H 市，1983 年設置）

B 施設：旧重度身体障害者入所授産施設（通所部を含む）

（H 市，1982 年設置）

C 施設：旧知的障害者通所授産施設（K 市，1980 年設置）

D 施設：旧知的障害者通所授産施設・作業所（O 市，逐

次設置）

　それぞれの施設を選択した意図は，A 施設及び C 施

設は旧法では同じ類型に属するものの，その後の歩みが

大きく異なっているためであり，B 施設については，異

なる障害種別（通所部）であること及び入所という利用

形態に着目したものである．また，D 施設群は就労継続

支援 A 型を中心に取り上げたものである．

A 施設（旧知的障害者通所授産施設）の現状

【利用者の心身状況等】

　A 施設は男性 29 人・女性 15 人が利用しており，30

～ 39 歳が半数を占めている（23 人）．障害程度区分は，

生活介護利用者では区分４が最も多い（14 人）．次いで

区分３（９人），区分５（８人）の者が利用していた．

就労継続支援 B 型利用者は，区分２及び区分３で合わ

せて９人である．また，区分のない者（１人）も利用し

ている．利用者の多くは養護学校（現特別支援学校）を

卒業した後すぐに通所を始めている．

【工賃等】

　当該施設の工賃は基本給 300 円（月額）と日給で構成

される．日給は請け負った仕事量に応じて毎月変動する

ものであり，出勤したことにより支給される．平成 21

年度の平均工賃は 5,357 円（月額）である．

　平均工賃は，最低基準である 3,000 円を上回っている

ものの，今後の大幅な上昇は見込みが薄い．施設の支援

方針としても工賃上昇を第一義とするものではなく，あ

くまでも生活面での発達保障を重視した支援を主軸とし

ているが特徴である．

B 施設（旧重度身体障害者入所授産施設（通所部を含

む））の現状

【利用者の心身状況等】

　B 施設は，入所部男性 40 人・女性 12 人，通所部男性

９人・女性３人が利用している．障害程度区分をみると，

入所部のうち区分４或いは区分５の者が過半を占めてい

る（31 人）．通所部は，区分２から区分５の者が５人で，

表４　播磨地域の各施設の概要

A 施設 B 施設 C 施設
設置年 1983 年 1982 年 1980 年
旧事業 知的障害者通所授産施設 重度身体障害者入所授産施設（通所部あり） 知的障害者通所授産施設

新事業
生活介護 施設入所支援・生活介護 就労移行支援
就労継続支援 B 型 就労継続支援 B 型（通所部） 就労継続支援 B 型

定員（実人員）
生活介護 30 人（33 人） 入所部 50 人（52 人） 就労移行支援 20 人
就労継続 B 10 人（11 人） 通所部 10 人（12 人） 就労継続 B 40 人

利用者の
在所状況

平均在所期間 13.85 年 平均在所期間　入所部 14.75 年 就労移行支援 年間 10 人退所
　　　　　　　　　   通所部 5.62 年 就労継続支援 年間２人退所

平均工賃（月額）
5,357 円 10,289 円 就労移行 14,552 円

就労継続 22,922 円

主な作業内容

クリーニング業 パン製造・販売 下請け作業
竹炭製造・販売 線香製造・販売
手芸・陶芸 下請け作業
下請け作業

注）ヒアリング調査をもとに筆者が作成
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残り７人は区分が未確定である．

【工賃等】

　当該施設は，利用者の意欲に応じて A から C のグル

ープに分けられており，工賃の支給基準もグループによ

って異なる．A グループには基本給と手当（休日出勤

手当，時間外手当，年末手当等，）に加え能力給を支給

し，B 及び C グループには基本給と手当を支給し，能

力給を設けていない．基本給はグループによって異なり，

A7,000 円，B5,000 円，C3,000 円（いずれも月額）と定

められている．A グループに支給される能力給は最高

で 8,000 円（月額）である．平成 21 年度の平均工賃は

10,289 円（月額）である．

　通所部利用者へのヒアリング調査の結果，利用者の中

には過去に一般就労したものの勤務時間や勤務内容等の

負担が重く，退職して施設利用に至った者も多かった．

利用者の中には，退職した経緯から，現在は一般就労に

強い意欲を示していないという意見もあった．また，入

所部の利用者は退所後の生活基盤がないために退所がで

きない者が大半である．そのため，施設の支援方針とし

ては，生活全般の支援（入所部）または生きがいと安定

的な社会参加環境の確保（通所部）に力点を置くもので

あり，一般就労を強く指向していないことが特徴である．

C 施設（旧知的障害者通所授産施設）の現状

【利用者の心身状況等】

　C 施設の定員は，就労移行支援事業が 20 人，就労継

続支援事業 B 型が 40 人である．しかしながら，当該施

設は利用者の入退所が顕著であるため，利用者数を正確

に把握することが困難である．

　その理由は，就労移行支援事業の利用者が必ずしも２

年間通所しているとは限らないためである．早く就職先

を見つけることができれば数ヶ月で退所するケースもあ

る．当該施設の就労移行支援では毎年 10 人前後（定員

の半数）の退所者があり，就労継続支援 B 型において

も２人前後の退所がある．他の就労移行支援事業所にお

いて，利用期限内に退所が困難であるために当該事業を

縮小・閉鎖して他事業（就労継続支援 B 型等）へと移

行している状況とは一線を画している．

【工賃等】

　工賃は，基本給（日額 600 円）及び評価給，手当（外

勤手当，時間外手当，休日手当）で構成されている．ま

た，作業出勤簿（タイムカード）を設け，作業時間を

管理している．工賃支給の状況であるが，2009 年度に

大きく低下したものの，就労移行支援で平均月額 14,552

円，就労継続支援B型で平均月額22,992円となっている．
14）

当該施設の特色は，施設開設当初より「一般就労へ

移行するための訓練」を前提とした施設運営を行ってい

たことである．その背景には，地元の経済関連団体の記

念事業として開設されたことが挙げられる．施設開設当

時の知的障害者福祉が「保護」を中心として展開されて

きたことと比べると，一般就労で働くことを目的とする

ことは別次元の試みであったといえる．時代とともに，

当該施設の取り組みは社会の認知するところとなった．

現在では，就業・生活支援センター 15）を併設するなど，

労働法制からの事業も積極的に展開している．

D 施設（旧知的障害者通所授産施設・作業所）の現状

【D 施設群の概要】

　D 施設群は，O 市内の当事者団体により初年度から順

次整備され，障害者自立支援法の施行と同時にほとんど

の事業を新体系へ移行し，2009 年９月には従来の公益

事業を就労継続支援 A 型事業へと移行させ，現在に至

っている．

　作業内容は，企業の下請け作業（ベアリング組立），

資源の選別作業，公園清掃作業などのほか，企業内授産

表５　O市D施設群の概要

Ｄ－１施設 Ｄ－２施設 Ｄ－３施設 Ｄ－４施設 Ｄ－５施設

事業種類
就労移行支援 就労継続 B 型 就労継続 A 型 就労継続 A 型 就労継続 A 型
就労継続 B 型 就労継続 B 型 就労継続 B 型
生活介護

平均年齢 36.6 歳 44.4 歳 34.5 歳 35.4 歳 36.3 歳

作業内容

下請け作業 下請け作業 資源選別業務 資源選別業務 公園清掃業務
手芸 職場実習 下請け作業 下請け作業
公園清掃・管理
職場実習

注）ヒアリング調査をもとに筆者が作成
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にも進出している．このうち，資源の選別や清掃業務は，

従来公益事業として市から受託されたものであったが，

随意契約が時代の要請にあわないこともあって，就労継

続支援 A 型事業として再編し受託を継続している．能

力に応じてではあるが，月額 70,000 円近い賃金を得て

いる者もいる．

　当該施設群は本来当事者団体であった．そのため，行

政との密接な関係が構築されていたことが，他の社会福

祉法人立の施設と異なる．特に就労継続支援 A 型事業

はいずれも，従来，市から随意契約で受託してきた事業

の再編として 2009 年度に新たに移行したものである．

まとまった事業群及び作業内容は都市部において特に需

要の高いものであり，A 型移行にあたり比較的恵まれ

た条件下にあったことが考えられる．従って，どこの市

町村においても可能な形態を示したものではないことに

留意する必要がある．

第３章　各施設等事例の検証

　上記の各施設でヒアリングを行った結果，福祉的就労

に対する考え方や運営実態に一定の共通点及び相違点が

みられた．

１）利用者の混在

　障害者自立支援法施行前の障害者施設は，障害種別や

支援内容が細分化されていたため，本来の施設の役割に

対応した障害者を確保することが困難であった．そのた

め，生活訓練が必要な（更生施設が適当であると思われ

る）障害者が授産施設へ通所する，或いは就労が可能で

あろう障害者が更生施設へ通所する，というように一施

設の中で異なるニーズを有する利用者が混在する状況で

あった．そのような状況下で，利用者に対し「必要な訓

練を行い，職業を与えることを目的」とする授産施設が

目指すべき方向と乖離せざる得なくなったことが利用者

の在籍期間を長期化させる要因の一つとなっている．

　このような事態は現在もなお課題として残存してい

る．A 施設及び B 施設では授産作業が困難な障害者も

多数受け入れざるを得ない状況であり，授産施設であり

ながらも，その目的を「就労」よりも「創作的活動（当

該活動を通じた生きがいの支援）」或いは「生活訓練」

を指向することは措置制度からのなごりであることがう

かがえる．他方，C 施設においては，前述したとおり開

所当時より「一般就労のための訓練」を目的とした施設

として運営していたことに加え，措置権者である K 市

の理解もあり，当該施設には就労を目的とした障害者が

通所する傾向にあった．C 施設の活動は，措置制度下に

おいて特殊な試みであったことを留意する必要がある．

２）利用者の滞留

　利用者の滞留状況についても，同様である．A 施設，

B 施設においては，平均利用期間が 10 年を超えている

のに対して，C 施設では平均利用期間は不明であるが他

施設よりも短いと思われる．C 施設の就労継続支援Ｂ型

は，一般就労への移行を目的の一つとしている．その一

環として，近い将来就職することは困難であるが，一般

就労を希望する者には，就労移行支援を利用するための

訓練の場としての役割を担っている．そのため，他施設

と比べて利用者の入退所者数が多い．

就労継続支援事業は利用期間の制限がないため，長

期間利用することが可能である．しかしながら，特別支

援学校卒業生や中途障害者の受け入れ等が困難となるた

め，若年者等の行き場がなくなる恐れがある．

３）工賃の現状

　表６上段に見るとおり，授産収入においては，B 施設

表６　事例対象施設の授産収入及び工賃対支出比の推移

2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度
Ａ施設   （7,329,657 円） 1.00 1.03 0.97 1.03 0.90 0.84 0.86
Ｂ施設（11,333,976 円） 1.00 1.24 1.50 1.79 1.96 1.84 1.98
Ｃ施設（33,636,787 円） 1.00 0.90 1.00 0.88 0.80 0.67 0.59

（　）内金額は 2003 年度授産総収入，各年度数値は対 2003 年度総収入比（小数点第３位四捨五入）

2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度
Ｂ施設（11,333,976 円） 0.48 0.27 0.31 0.26 0.27 0.26 0.35
Ｃ施設（33,636,787 円） 0.64 0.57 0.58 0.73 0.74 0.67 0.73

（　）内金額は 2003 年度授産総支出，各年度数値は総支出に占める工賃総額の割合（小数点第３位四捨五入）
注）ヒアリング調査をもとに筆者が作成
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のみが増加傾向にあり，A 施設及び C 施設では減少し

ている．一方の下段は総支出に占める工賃比率であるが，

B 施設に比べ C 施設の工賃は概ね倍の水準で推移して

いる．

　授産収入における B 施設の大幅な増加要因としては，

新規事業（線香の製造販売）の影響が大きい．他の施設

が基本的に公的機関からの受託事業や企業の下請けを中

心としており，それらが不況及び海外への発注先変更等

により減少したことに対し，B 施設の新規事業はこれら

のいずれの制約も受けていないためである．

　しかしながら，工賃比率では収益が倍となったにも関

わらず B 施設の工賃比率は依然として 30% 前後で推移

しているのに対し，C 施設では 70% 前後となっている．

この要因は作業に占める設備等の比重の違いによるもの

と考えられる．製造を主とする領域では，工作機械その

他の設備を駆使するものであり，受注が増加するにつれ

これら設備にかかる費用も増加せざるを得ない．これに

対し，清掃や企業内授産，さらには付加価値の高い作業

を中心とする C 施設では設備への資本投下は相当に低

く抑えることができるため，上記の結果となっているも

のと考えられる．

　以上の結果から，次の仮説を提起する．福祉的就労の

工賃上昇を考える際，①付加価値の高い分野への進出，

②下請けからの脱却，③労働集約型分野への進出，④い

わゆる第６次産業 16）に今後の展望が見いだせるのでは

ないかという点である．

　もとより，全ての障害において上記の展望が開けてい

る訳ではない．例えば③の労働集約型分野は知的障害者

において有効と想定されるが，公的機関からの受注（清

掃等）には一定の頭打ちがあるため，民間からの受注を

得るための働きかけも必要となるだろう．また，④の分

野では高い知的機能を有する身体障害者による分野開拓

や，緻密かつ単純な繰り返しが求められる分野での知的

障害者の活躍等が考えられる．

４）C 施設の検証－諸課題に対する C 施設のこれまで

の対応

　旧授産施設が諸課題に直面している中，なぜ C 施設

が特異な活動を展開できたのか，改めて検証することが

必要であろう．

　旧授産施設時代から一般就労への就職を意識し，生活

面での指導から作業能力の向上，一般企業等への就職活

動の支援が一連の流れとして意識されてきたことに加

え，交通の利便性が良かったことも要因として考えられ

る．

　次に，作業内容をみると，施設内には機材設備ほとん

ど盛り込まれていなかった．当該施設では，企業内授産

の場を早くから開拓するなど，設備等を必要とする作業

については外部資源を利用するなどの工夫が見られた．

企業内授産は設備を必要としないという長所以上に，一

般就労への最後の段階を試行するという目的が強調され

がちである．しかしながら，授産施設内の作業内容だけ

では多様性に限界がある部分を補い，かつ設備投資を抑

制できるという別の利点についても無視できないと考え

られる．この企業内授産の場の開拓は，一般企業の理解

なしには成立しないものであるが，施設関係者の 30 年に

わたる，弛まぬ働きかけが C 施設の現在を築き上げてい

るものであり，偶然の産物ではないことは確かである．

むすびにかえて

　以上，ごく限られたものであったが，兵庫県播磨地域

及び岡山県の授産施設等の調査を通じて判明したことを

まとめてみたい．

　第１に，施設にはそれ自体に起因する運営上の課題だ

けでなく，施設だけでは解決不能な制度上の課題や過去

から累積する課題，つまり福祉法制の課題が潜むことが

分かった．第２に，積極的な就労支援を展開している事

業所の特徴として，施設への利便性の良さが大きく影響

していることが明らかとなった．第３に，特に就労継続

支援 B 型の施設では自立生活を営むには十分でない工

賃であった．工賃上昇のためには，今後付加価値の高い

分野への進出等，施設側から市場或いは公的機関へ働き

かけることも必要であろう．第４に，D 施設における就

労継続支援 A 型事業については資源ごみの選別などに

見られる通り，行政側からの支援の維持が福祉的就労に

大きな役割を果たしているといえる．

　以上の点を踏まえて今後の展望を検討していく必要が

ある．具体的には，就労支援事業の再整理の問題がある．

一般就労のための通過施設であるならば，作業能力の向

上だけでなく生活面での指導や職場開拓などの役割も求

められるであろう．労働に対する意欲があり，かつ能力

を有する者には労働の機会が提供されるべきである．ま

た，意欲があるものの雇用されることが困難な者に対し

ては，身体的或いは精神的な支援を受けながら働く場が

必要と考えられる．そのための行政側からのさらなる支

援も欠かせないものとなることを述べてむすびにかえた

い．
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注

１）一般就労の問題については，例えば全国及び兵庫県の統計

調査（2009 年６月時点）について整理した論文 [ 坂本・有

田（2010）] があり，著者（松下）もその統計の整理に参

加した．法定雇用率（1.8%）を達成した企業が 45.5% であ

り，年々改善はみられているが，なお達成企業は過半数に

も達しないのが現状である．

２）福祉的就労分野における労働法適用に関する研究会（2009）

や安井（2005）がある．

３）身体障害者雇用促進法という名称の示す通り，戦後の混乱

から立ち直りつつあった当時においては，まず身体障害者

（そこにはなお多くの罹災者を含む．）の経済的・社会的

自立を図ろうとした．

４）坂本・有田（2010）97 頁

５）杉本章（2001）ほか

６）福祉的就労とは，一般に障害者支援施設や授産施設，小規

模作業所で作業に従事している形態を言う．授産施設は，

「雇用困難又は生活に困窮する人々を対象とし，必要な訓

練を行い，職業を与えることを目的」[ 菊池・田中（2003）]

とした施設であり，生活保護法や身体障害者福祉法，知的

障害者福祉法等で規定されている．福祉工場は，作業能力

はあるが障害特性上一般企業に就労できない者を雇用し，

就労の機会を提供する施設である．企業的色彩が強い施設

であり，福祉施設であるとともに労働関係各法の適用を受

ける事業所でもある．現在，授産施設及び福祉工場は，都

道府県が定める経過措置期間中（概ね施行後５年間）に障

害者自立支援法上の障害者支援事業に移行しなければなら

ない．

 小規模作業所は企業等で働くことが困難な障害者の就労の

場や日中活動の場として，障害者の親やその関係者が設立

した施設である．これらは共同作業所，小規模授産所，福

祉作業所と呼ばれている．平成 20 年 10 月時点で，5,942

か所中 3,305 か所が障害者自立支援法上の事業へ移行した

（厚生労働省（2009））．

７）厚生労働省（2008）

８）平成 18 年度社会就労センター実態報告書（2007）98 頁～

99 頁

９）障害者自立支援法施行規則第６条９項

10）障害者自立支援法施行規則第６条 10 項１

11）障害者自立支援法施行規則第６条 10 項２

12）原則，就労継続支援 A 型事業者は利用者と雇用契約を締

結しなければならないが，利用定員の半数或いは 10 名未

満であれば雇用契約を締結せずに利用させることができ

る．（障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の

設備及び運営に関する基準第 73 条３項）

13） 障害基礎年金受給額（年額）は，１級 990,100 円（２級の 1.25

倍），２級 792,100 円（平成 22 年度）

 平均工賃 15,000 円には就労継続支援 A 型及び福祉工場（各

100,000 円超）を含むものであり，これらを除くと 12,000

円前後まで低下する．

14）座学・研修プログラム，施設外支援等の実施により作業非

従事の増加のため，前年の 23,000 円台から工賃減額

15）就業・生活支援センターは，「職業生活における自立を図

るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支

援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的」（障

害者雇用促進法第 33 条）とする事業で，都道府県知事が

指定する一般社団法人，一般財団法人，社会福祉法人，非

営利特定活動法人等が運営している．主な事業は，就職の

ために必要な指導及び相談支援，関係機関との連絡調整，

職場訓練の斡旋等がある．

16）１次産業（農業）と２次産業（製造業），３次産業（サー

ビス業）を足したものとして「６次産業」と呼ばており，

今村奈良臣が提唱した造語である．
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